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別紙３ 

事後調査の結果 

調査項目（土壌汚染） 

 

１．調査事項 

(1)予測した事項 

工事の施行に伴い発生する建設発生土、建設汚泥による新たな土地への土壌汚染の拡

散の可能性の有無 

 

(2)予測条件の状況 

・施工の状況（施工方法、施工位置） 

・土壌汚染の問題が生じる行為・要因の状況 

・建設発生土、建設汚泥の状況（発生量、実施した措置） 

 

(3)環境保全のための措置の実施状況 

 

２．調査地域 

調査地域は、計画道路及びその周辺とした。 

 

３．調査手法 

(1)調査時点 

建設発生土、建設汚泥が排出される全期間（平成28年度～平成30年度）とした。 

 

(2)調査期間 

ｱ．予測した事項 

建設発生土、建設汚泥が排出される期間の適時とした。 

 

ｲ．予測条件の状況 

「予測した事項」と同一時期とした。 

 

ｳ．環境保全のための措置の実施状況 

「予測した事項」と同一時期とした。 

 

(3)調査地点 

ｱ．予測した事項 

各工事の実施地点とした。 

 

ｲ．予測条件の状況 

「予測した事項」と同一地点とした。 
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ｳ．環境保全のための措置の実施状況 

計画道路及びその周辺とした。 

 

(4)調査方法 

ｱ．予測した事項 

工事関係資料の整理による方法とした。 

 

ｲ．予測条件の状況 

工事関係資料の整理による方法とした。 

 

ｳ．環境保全のための措置の実施状況 

現地確認（写真撮影等）及び工事関係資料により整理を行った。 
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４．調査結果 

(1)事後調査の結果の内容 

ｱ．予測した事項 

掘削による建設発生土は、「土壌汚染対策法」（平成14年法律第53号）及び「都民の

健康と安全を確保する環境に関する条例」（平成12年東京都条例第215号。以下「環境

確保条例」という。）に基づき地歴等の調査を行っており、汚染土壌については法令に

基づき、汚染土壌処理施設へ搬出し、適切に運搬・処理を行った。 

また、陸上部の掘削工事に際しては、基盤層まで打設する鋼矢板や連続地中壁等によ

り、浸出水等が他の地層に影響を及ぼすことのないよう、配慮して施工した。 

更に、10号地その２埋立地及び中央防波堤内側埋立地における開削トンネル構造の地

盤改良に伴い発生した排泥は、建設汚泥として、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

（昭和45年法律第137号）に基づき、指定された再資源化施設に搬出し、適切に運搬・

処理を行った。 

沈埋トンネル構造の施工を行った第２航路付近の底泥については、現地調査により、

「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」（昭和45年法律第136号。以下「海洋

汚染防止法」という。）に基づく「水底土砂に係る判定基準」及び「ダイオキシン類対

策特別措置法」（平成11年法律第105号）に基づく「ダイオキシン類による大気の汚染、

水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境基準について」（平

成11年環境庁告示第68号。以下「ダイオキシン類に係る環境基準」という。）を下回る

ことを確認した上で、千葉幕張沖（東京湾奥の深掘部）等において、有効利用を行った。 

 

ｲ． 予測条件の状況 

(ｱ)施工の状況 

土壌汚染調査時の陸上工事（掘割構造、接続部構造）、海上工事（沈埋トンネル構造）

の状況は、表3-1に示すとおりである。 

 

表3-1(1)  陸上工事及び海上工事の状況（平成28年度） 

調査時期 

項 目 

平成28年度 

春季（第１四半期） 夏季（第２四半期） 秋季（第３四半期） 冬季（第４四半期） 

陸上

工事 

10号地 

その２埋立地 

準備工 準備工 準備工 

土留工 

掘削工 

躯体構築工 

土留工 

中央防波堤 

内側埋立地 

準備工 準備工 準備工 

土留工 

躯体構築工 

土留工 

海上工事 
該当なし 浚渫工 

土砂運搬 

浚渫工 

土砂運搬 

浚渫工 

土砂運搬 
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表3-1(2)  陸上工事及び海上工事の状況（平成29年度） 

調査時期 

項 目 

平成29年度 

春季（第１四半期） 夏季（第２四半期） 秋季（第３四半期） 冬季（第４四半期） 

陸上

工事 

10号地 

その２埋立地 

掘削工 

躯体構築工 

 

掘削工 

躯体構築工 

掘削沈下工 

掘削工 

躯体構築工 

掘削沈下工 

仮護岸工 

躯体構築工 

掘削沈下工 

仮護岸工 

中央防波堤 

内側埋立地 

躯体構築工 

土留工 

掘削工 

躯体構築工 

掘削沈下工 

土留工 

掘削工 

躯体構築工 

掘削沈下工 

土留工 

仮護岸工 

掘削工 

躯体構築工 

仮護岸工 

海上工事 
該当なし 浚渫工 

土砂運搬 

浚渫工 

土砂運搬 

浚渫工 

土砂運搬 

 

表3-1(3)  陸上工事及び海上工事の状況（平成30年度） 

調査時期 

項 目 

平成30年度 

春季（第１四半期） 夏季（第２四半期） 秋季（第３四半期） 冬季（第４四半期） 

陸上

工事 

10号地 

その２埋立地 

躯体構築工 

土留工 

仮護岸工 

躯体構築工 

埋戻工 

仮護岸工 

掘削工 

躯体構築工 

埋戻工 

仮護岸工 

掘削工 

躯体構築工 

埋戻工 

設備工 

仮護岸工 

中央防波堤 

内側埋立地 

掘削工 

躯体構築工 

躯体構築工 躯体構築工 躯体構築工 

埋戻工 

海上工事 

基礎工 

浚渫工 

土砂運搬 

沈設工 

基礎工 

浚渫工 

土砂運搬 

沈設工 

埋戻工 

仮護岸工 

浚渫工 

土砂運搬 

沈設工 

基礎工 

浚渫工 

土砂運搬 

 

(ｲ)土壌汚染の問題が生じる行為・要因の状況 

土壌汚染の問題が生じる可能性がある行為・要因は、掘削工（建設発生土、浸出水）、

開削トンネル構造の地盤改良（排泥）、浚渫工（底泥）であるが、問題が生じる行為は

なかった。 

また、発生した土砂等は、適正に運搬・処分した。 

 

(ｳ)建設発生土、建設汚泥の状況 

建設発生土、建設汚泥の状況は、「別紙５ 廃棄物：４．調査結果 (2)予測結果と事

後調査の結果との比較検討 ｲ．建設発生土、浚渫土の状況」（p.87 表5-6）に示すと

おりである。 
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ｳ．環境保全のための措置の実施状況 

環境保全のための措置の実施状況は、表3-2に示すとおりである。 

なお、土壌汚染に関する苦情はなかった。 

表3-2  環境保全のための措置の実施状況 

環境保全のための措置 実施状況 

工事の施行に際しては、「土壌汚染

対策法」及び「環境確保条例」に基づ

き地歴等の調査を行い、必要に応じて

適切な措置を行うとともに、措置を行

った場合にはその内容及び対応の状況

について、事後調査報告書の中で明ら

かにする。 

工事の施行に際しては、「廃棄物の処理及び清掃に関

する法律」、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する

法律」、「土壌汚染対策法」等の関連法令及び条例、並

びにガイドライン等の目標・施策等に基づき、汚染土壌

運搬船により、指定された汚染土壌処理施設（再資源化

施設）に搬出し、適切に運搬・処理を行った（写真3-1）。 

建設発生土及び浚渫土の再利用及び

処分に当たっては、「土壌汚染対策法」、

「海洋汚染防止法」、「環境確保条例」

等の関連法令及び条例、並びにガイド

ライン等の目標・施策に基づき、適正

に処理・処分を行う。 

建設発生土及び浚渫土の再利用及び処分に当たって

は、「土壌汚染対策法」、「海洋汚染防止法」、「環境

確保条例」等の関連法令及び条例、並びにガイドライン

等の目標・施策に基づき、適正に処理・処分を行った。 

中央防波堤内側埋立地の東側は廃棄

物により埋め立てられた履歴があるこ

とから、「土壌汚染対策法」及び「廃

棄物の処理及び清掃に関する法律」に

基づき、適正に処理する。 

また、受入基準の適合調査等を行う

際は十分に配慮するとともに、陸上部

の掘削工事に際しては、基盤層まで打

設する計画である鋼矢板や連続地中壁

等により浸出水等が他の地層に影響を

及ぼすことのないよう施工する。 

中央防波堤内側埋立地の東側は廃棄物により埋め立て

られた履歴があることから、「土壌汚染対策法」及び「廃

棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、適正に処

理した。 

また、受入基準の適合調査等を行う際は十分に配慮す

るとともに、陸上部の掘削工事に際しては、基盤層まで

打設する計画である鋼矢板や連続地中壁等により浸出水

等が他の地層に影響を及ぼすことのないよう施工した

（写真3-2）。 
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写真3-1  汚染土壌の運搬 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真3-2  連続地中壁の状況 
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(2)予測結果と事後調査の結果との比較検討 

評価書では、工事の施行に際しては、「土壌汚染対策法」及び「環境確保条例」に基

づき地歴等の調査を行い、必要に応じて適切な措置を行うとされている。陸上部の掘削

工事に際しては、基盤層まで打設する計画である鋼矢板や連続地中壁等により浸出水等

が他の地層に影響を及ぼすことのないよう施工するとされている。 

更に、10号地その２埋立地及び中央防波堤内側埋立地における開削トンネル構造の地

盤改良に伴い発生した排泥は、現場内での有効利用等により処分量の削減に努め、有効

利用できない分については排泥（建設汚泥）として、「廃棄物の処理及び清掃に関する

法律」に基づき適切に運搬・処理を行うこととされている。 

事後調査結果では、掘削による建設発生土は、「土壌汚染対策法」及び「環境確保条

例」に基づき地歴等の調査を行い、汚染土壌については法令に基づき、汚染土壌処理施

設へ搬出し、適切に運搬・処理を行った。陸上部の掘削工事に際しては、基盤層まで打

設する計画である鋼矢板や連続地中壁等により浸出水等が他の地層に影響を及ぼすこ

とのないよう配慮して施工した。 

したがって、工事の施行に伴い発生する建設発生土による新たな土地への土壌汚染の

拡散の可能性はないと考える。 

また、10号地その２埋立地及び中央防波堤内側埋立地における開削トンネル構造の地

盤改良に伴い発生した排泥は、建設汚泥として、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

に基づき、指定された再資源化施設に搬出し、適切に運搬・処理を行ったことから、工

事の施行に伴い発生する建設汚泥による新たな土地への土壌汚染の拡散の可能性はな

いと考える。 

なお、沈埋トンネル構造の施工を行う第２航路付近の底泥については、現地調査結果

より、現状で「海洋汚染防止法」に基づく「水底土砂に係る判定基準」及び「ダイオキ

シン類対策特別措置法」に基づく「ダイオキシン類に係る環境基準」を下回っているこ

とから、浚渫工事等の施行による濁りの発生に伴う新たな土地（海域）への土壌汚染の

拡散の可能性はないと考えられる。 

以上のことから、評価の指標とした「土壌汚染対策法」、「環境確保条例」、「廃棄

物の処理及び清掃に関する法律」等に定める基準を満足していると考える。 

 



   

 


